
地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当経費 

 平成２６年４月１日から施行された消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その

使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。 

 平成２９年度川俣町一般会計決算における社会保障施策関係経費への充当経費については、下記のとおりです。 

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）        １０６，９４２千円 

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費  １，５８５，９７８千円 

（単位：千円） 

事業 対象経費 

財源内訳 

特定財源 一般財源 

国県支出金 町債 その他 地方消費税交付金 その他 

障 害 者 福 祉 費 311,899 197,799 0 0 21,709 92,391

老 人 福 祉 費 647,881 44,948 0 20,474 46,306 536,153

児 童 福 祉 費 459,931 183,698 0 34,658 32,724 208,851

保 健 衛 生 費 166,267 5,897 0 4,408 6,203 149,759

合    計 1,585,978 432,342 0 59,540 106,942 987,154


